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○藤沢市公共下水道の私道内敷設に関する規程 

平成3年3月30日 

告示第166号 

改正 平成18年3月31日告示第413号 

平成26年4月17日告示第38号 

平成29年12月28日告示第326号 

令和3年3月26日告示第379号 

令和8年3月27日告示第103号 

(趣旨) 

第1条 この規程は、公共下水道の事業計画区域内の私道に公共下水道を敷設することに

ついて必要な事項を定めるものとする。 

(令和8告示103・一部改正) 

(定義) 

第2条 この規程において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路以

外の道路をいう。 

(敷設対象私道) 

第3条 公共下水道の敷設対象となる私道は、次のとおりとする。 

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項に

規定する道路に該当する私道 

(2) 下水道工事に必要な幅員が十分に確保できる私道 

(3) 土地登記簿上分筆されており、公共の用に供されている私道 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が敷設対象と認める私道 

(平成18告示413・令和8告示103・全改) 

(敷設要件) 

第4条 公共下水道を敷設する場合の要件は、次のとおりとする。 

(1) 公共下水道が敷設された道路に接続する私道であること。 

(2) 公共下水道に下水を排除すべき家屋(既設公共下水道敷地に面する敷地内の家屋を

除く。)が2棟以上存在し、かつ、当該家屋が同一人の所有に属さないこと。 

(3) 私道に公共下水道を敷設することについて、当該私道敷地の所有者その他の権利者

(以下「地権者」という。)全員が承諾していること。ただし、地権者のうちに承諾を

得られないことについてやむを得ない事由が存在するものがあるときは、当該地権者
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を除く地権者全員が承諾しており、かつ、当該土地の利用状況その他の事由により、

私道に公共下水道を敷設することについて、当該地権者が承諾しているものと認めら

れること。 

(4) 敷設される公共下水道を利用しようとする者が藤沢市に納付すべき市税を滞納して

いないこと。 

(5) 敷設される公共下水道を利用しようとする者が下水道受益者負担金又は分担金及び

下水道使用料を滞納していないこと。 

(6) 水道管、ガス管、その他公共下水道を敷設する際に支障となるものが存在しないこ

と。ただし、当該支障となるものを公共下水道を敷設する際に適切な場所へ移設する

ことができ、その移設費用を第5条第1項に規定する代表者が負担する場合は、この限

りでない。 

(平成18告示413・平成26告示38・平成29告示326・令和8告示103・一部改正) 

(申請手続) 

第5条 公共下水道の敷設を希望する者は、代表者を定め、その旨を市長に申請するもの

とする。 

2 前項の申請は、公共下水道私道内敷設申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市

長に提出して行うものとする。 

(1) 公共下水道私道内敷設希望者名簿兼委任状(第2号様式) 

(2) 案内図 

(3) 公図の写し 

(4) 地積測量図 

(5) 公共下水道私道内敷設承諾書(第3号様式) 

(6) 前条第3号ただし書に掲げる要件に該当する旨を記した書面(当該要件に該当するも

のとして申請する場合) 

(7) 土地の登記事項証明書(公共下水道を敷設する私道敷地の全部事項証明) 

(8) 建物の登記事項証明書（公共下水道を敷設する私道敷地に隣接する建物の全部事項

証明） 

(9) 印鑑登録証明書 

(10) その他市長が必要と認める書類 

3 前項の申請書を提出する際は、その写しを添付して行うものとする。 

(平成18告示413・平成26告示38・平成29告示326・令和8告示103・一部改正) 
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(決定通知) 

第6条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、内容を審査し、その結果を公共

下水道私道内敷設通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。 

(排水設備の設置義務) 

第7条 公共下水道の敷設を希望した者は、公共下水道が私道に敷設されたときは、速や

かに、当該公共下水道に下水を流入させるために必要な排水設備を設置しなければなら

ない。 

(取消し等) 

第8条 市長は、市が公共下水道の敷設工事に着手する前に、公共下水道の私道内敷設決

定の通知を受けた者が次のいずれかに該当したと認めたときは、その決定を取消すこと

ができる。 

(1) 偽りその他の不正な手段により公共下水道の私道内敷設決定を受けたとき。 

(2) 公共下水道の敷設対象となる家屋が滅失したとき。 

2 市長は、公共下水道の私道内敷設決定の通知を受けた者が前項第1号に該当したと認め

た場合において、既に市が、公共下水道の敷設工事に着手しているとき、又は敷設工事

を完了しているときは、その者に、工事に要した費用を請求することができる。 

(公共下水道の移設又は撤去) 

第9条 敷設された公共下水道の全部又は一部を移設し、又は撤去しようとする者は、市

長の承認を得て行わなければならない。この場合において、移設又は撤去に要する費用

は、原因者が負担するものとする。 

(平成18告示413・旧第10条繰上) 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。 

(藤沢市共同排水設備助成規程の廃止) 

2 藤沢市共同排水設備助成規程(昭和50年藤沢市告示第27号)は、廃止する。 

附 則(平成18年告示第413号) 

この告示は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年告示第38号) 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則(平成29年告示第326号) 
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この告示は、公表の日から施行する。 

附 則(令和3年告示第379号) 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則(令和8年告示第103号) 

この告示は、令和８年１０月１日から施行する。 
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第1号様式(第5条関係) 

(令和3告示379・全改) 

第2号様式(第5条関係) 

(令和3告示379・全改) 

第3号様式(第5条関係) 

(令和3告示379・全改) 

第4号様式(第6条関係) 

(平成26告示38・全改) 

 


